
 香芝市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１０月１６日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

香芝市規則第５４号 

   香芝市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

 香芝市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規

則（平成４年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 題名の次に次の目次を付する。 

目次 

 第１章 総則（第１条―第９条） 

 第２章 補償及び福祉事業（第１０条―第２８条） 

 第３章 審査会（第２９条・第３０条） 

 第４章 雑則（第３１条―第３６条） 

 附則 

 第２条を次のように改める。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例に

よる。 

 第３２条を第３６条とする。 

 第３１条第３項中「第２２条第１項の福祉事業」を「第２６条第１項の事業」

に改め、同条を第３５条とする。 

 第３０条中「第２６条」を「第３０条」に改め、同条を第３４条とし、第２

９条を第３３条とし、第２８条を第３２条とし、第２７条を第３１条とし、第

３章中第２６条を第３０条とする。 

 第２５条第１項中「会長が」の次に「必要に応じて」を加え、同条第２項中

「過半数」を「半数以上」に、「、会議を開き、及び議決する」を「開く」に

改め、同条第３項中「出席委員」を「出席した委員」に、「決する」を「決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる」に改め、同項後段を削り、同

条第４項を次のように改める。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意

見又は説明を求めることができる。 

 第２５条第５項中「出席委員」を「出席した委員」に改め、同条を第２９条

とする。 



 第２４条第１項中「第２２条第１項の福祉事業」を「第２６条第１項の事業」

に改め、第２章中同条を第２８条とする。 

 第２３条中「福祉事業」を「前条の事業」に改め、同条を第２７条とする。 

 第２２条第１項中「の福祉事業」を「に規定する被災職員及びその遺族の福

祉に関して必要な事業」に改め、同条第２項中「の福祉事業」を「に規定する

公務上の災害を防止するために必要な事業」に改め、同条を第２６条とする。 

 第２１条第１項中「の各号」を削り、同条を第２５条とし、第２０条を第２

４条とする。 

 第１９条第１項中「１箇月」を「１月」に改め、同条を第２３条とし、第１

８条を第２２条とし、第１５条から第１７条までを４条ずつ繰り下げる。 

 第１４条第１項中「第１１条」を「第１５条」に改め、同条を第１８条とし、

第１３条を第１７条とし、第１２条を第１６条とする。 

 第１１条中「第１４条」を「第１８条」に改め、同条ただし書中「第７条」

を「第１０条」に改め、同条を第１５条とし、第１０条を第１４条とする。 

 第９条の２中「別表第２」を「別表」に改め、同条を第１３条とする。 

 第９条第１号中「懲役、禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改め、「拘置されている場合」

の次に「若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受け

ている場合」を加え、同条を第１２条とし、第８条を第１１条とし、第７条を

第１０条とする。 

 第６条第１項中「委員長が」の次に「必要に応じて」を加え、同条第２項中

「過半数」を「半数以上」に、「、会議を開き、及び議決する」を「開く」に

改め、同条第３項中「出席委員」を「出席した委員」に、「決する」を「決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる」に改め、同項後段を削り、

同条第４項を次のように改める。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、

意見又は説明を求めることができる。 

 第６条第５項中「出席委員」を「出席した委員」に改め、第１章中同条を第

９条とし、第５条を第８条とし、第４条を第７条とし、第３条を第６条とし、

第２条の４を第５条とし、第２条の３を第４条とする。 

 第２条の２中「別表第１」を「地方公務員災害補償法施行規則（昭和４２年

自治省令第２７号）別表第１」に改め、同条を第３条とする。 

 附則第２項中「第１０条」を「第１４条」に改める。 

 附則第１１項中「第９条」を「第１２条」に改める。 

 附則第１８項中「第２０条及び第２１条」を「第２４条及び第２５条」に、

「第２０条」を「第２４条」に、「第２１条第１項」を「第２５条第１項」に



改める。 

 別表第１及び別表第２を削り、附則の次に次の別表を加える。 

  



別表（第１３条関係） 

介護を要する状態の区分 障害 

常時介護を要する状態 (1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、

その程度が常に介護を要するもの 

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程

度が常に介護を要するもの 

(3) 前２号に掲げるもののほか、条例別表第１に定め

る第１級に該当する障害であって前２号に掲げるも

のと同程度の介護を要するもの又は条例別表第２に

定める第１級に該当する障害であって前２号に掲げ

るものと同程度の介護を要するもの 

随時介護を要する状態 (1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、

その程度が随時介護を要するもの 

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程

度が随時介護を要するもの 

(3) 条例別表第１に定める第１級に該当する障害であ

って前２号に掲げるものと同程度の介護を要するも

の又は条例別表第２に定める第１級に該当する障害

であって前２号に掲げるものと同程度の介護を要す

るもの 

 

  



 別記様式を次のように改める。 

  



別記様式（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

 

         様 

 

 

                                 印  

 

 

認定通知書 

 

  あなたは、香芝市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す

る条例の規定により、次のとおり災害に対する補償を受けることができます

ので、通知します。 

 

 １ 認 定 内 容 

 

 

 

 ２ 被災職員の氏名 

 

 

 

 ３ 傷 病 名 

 

 

 

 ４ 災害発生年月日 

 

  



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律（令和

４年法律第６７号）第２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４

５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（

以下この項において「懲役」という。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（

以下この項において「禁錮」という。）若しくは旧刑法第１６条に規定する

拘留（以下この項において「旧拘留」という。）の刑の執行のため刑事施設

（少年法（昭和２３年法律第１６８号）第５６条第３項の規定により少年院

において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下この項において

同じ。）に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲

役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの規則による

改正後の香芝市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例施行規則第１２条第１号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は

旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又

は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置さ

れて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留

置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。 

 


